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1  
改修 7 

 

現場代理人の兼務について、工事

着手日以降は兼務不可となってお

りますが、準備期間～工事着手日

まで期間がありますので事前に配

置現場代理人が工事着手日以降に

兼務現場等の事由で配置できない

とわかった場合、配置現場代理人

の変更することは可能でしょうか

。 

配置現場代理人を変更することは、

工事の適正な施工の確保を阻害する

恐れがあることから認められません

。特記仕様書において、現場代理人

の兼務について、工事着手日以降は

兼務不可と記載しております意図は

、座席の工場製作のみが行われてい

る期間については、現場常駐を要し

ないという意図です。 

2  改修 7 

週休 2日制に関して、今案件は月

単位の週休 2日制となっておりま

すが、現場代理人が工事着手日ま

で別工事兼務になった場合、その

兼務工事が週休 2日制で通期の週

休 2日制等条件の異なった制度と

なっていた場合、どのように考え

ればよろしいでしょうか。 

神戸市週休２日制工事実施要領（建

築・建築設備工事）における対象期

間は、現場に継続的に常駐した最初

の日が始期ですので、工事着手日ま

では対象期間外です。 
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